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同
　
意

町
道
関
係

条
例
（
一
部
改
正
）

選
　
挙

予
　
算

報
　
告

発
　
議

そ
の
他

■
人
権
擁
護
委
員

　
向
久
保
健
藏 

氏
︵
再
任
︶

　
木
本
禮
次
郎 

氏
︵
再
任
︶

　
梶
山
　
孝
之 

氏
︵
新
任
︶

　
　
池
　
　
實 

氏
︵
新
任
︶

■
手
話
言
語
法
制
定
を
求
め
る

意
見
書
案
に
つ
い
て

手
話
が
音
声
言
語
と
対
等
な

言
語
で
あ
る
こ
と
を
広
く
国
民

に
広
め
、
聞
こ
え
な
い
子
ど
も

が
手
話
を
身
に
つ
け
、
手
話
で

学
べ
、
自
由
に
手
話
が
使
え
、

さ
ら
に
は
、
手
話
を
言
語
と
し

て
普
及
、
研
究
す
る
こ
と
の
で

き
る
環
境
整
備
を
目
的
と
し
た

﹁
手
話
言
語
法
︵
仮
称
︶
﹂
を
制

定
す
る
こ
と
を
国
へ
要
望
す
る

も
の
。

■
熊
野
町
指
定
金
融
機
関

安
芸
農
業
協
同
組
合
︵
２
年

間
︶。

■
町
道
の
路
線
認
定

馬
場
４
号
線
及
び
初
神
西
線

を
町
道
と
し
て
路
線
認
定
を
行

う
も
の
。

■
町
道
の
路
線
変
更

地
蔵
前
線
及
び
里
地
２
号
線

に
つ
い
て
、
起
点
の
変
更
を
行

う
も
の
。

■
町
道
の
路
線
廃
止

地
蔵
前
木
綿
地
線
に
つ
い

て
、
路
線
の
廃
止
を
行
う
も
の
。

■
熊
野
町
選
挙
管
理
委
員
及
び

補
充
員

︻
委
　
員
︼

　
　
　
仁
井
本
義
治 

氏

　
　
　
高
崎
　
宗
利 

氏

　
　
　
菅
田
　
博
昭 

氏

　
　
　
西
村
　
孝
二 

氏

︻
補
充
員
︼

一
位
　
林
　
世
紀
雄 

氏

二
位
　
石
井
喜
代
子 

氏

三
位
　
𠮷
川
眞
智
子 

氏

四
位
　
中
川
　
健
二 

氏

■
平
成
25
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算２

億
３
６
８
１
万
１
千
円
減

額
。

■
平
成
25
年
度
特
別
会
計
（
国

民
健
康
保
険
事
業
・
公
共
下
水

道
事
業
・
後
期
高
齢
者
医
療
・

介
護
保
険
）・
上
水
道
事
業
会

計
補
正
予
算

■
専
決
処
分
し
た
熊
野
町
民
体

育
館
改
修
工
事
請
負
契
約
の
変

更
の
報
告

請
負
金
額
４
千
３
１
５
万
５

千
円
を
４
千
４
１
９
万
４
千
５

百
円
に
変
更
。

体
育
館
の
外
壁
劣
化
調
査
を

行
っ
た
と
こ
ろ
、
新
た
な
劣
化

箇
所
が
判
明
し
た
こ
と
に
伴
い

追
加
工
事
が
必
要
と
な
っ
た
た

め
。

■
熊
野
町
上
水
道
事
業
の
設
置

に
関
す
る
条
例

地
方
公
営
企
業
法
及
び
地
方

公
営
企
業
法
施
行
令
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
な
ど
の
施
行
に

伴
い
、
利
益
及
び
資
本
剰
余
金

の
処
分
に
関
す
る
改
正
を
行
う

も
の
。

■
平
成
26
年
度
予
算
（
一
般
・

特
別
会
計
・
水
道
事
業
会
計
）

■
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に

関
す
る
条
例

地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正

に
よ
り
、
高
齢
者
部
分
休
業
の

取
得
要
件
で
あ
る
﹁
定
年
前
か

ら
５
年
﹂
と
い
う
期
間
が
﹁
条

例
で
定
め
る
年
齢
﹂
と
さ
れ
た

た
め
、
そ
の
年
齢
を
55
歳
と
定

め
る
も
の
。

■
熊
野
町
非
常
勤
消
防
団
員
に

係
る
退
職
報
償
金
の
支
給
に
関

す
る
条
例

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償

等
責
任
共
済
等
に
関
す
る
法
律

施
行
令
で
退
職
報
償
金
の
最
低

支
給
額
を
20
万
円
と
し
て
一
律

５
万
円
引
き
上
げ
ら
れ
た
た

め
、
こ
れ
に
準
じ
た
も
の
。

〜
こ
ん
な
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
〜

議
会
審
議
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
！

総務部門

ズ
バ
リ
、
町
政
を
問
う
！
７
人
の
議
員
が
一
般
質
問
（
全
15
質
問
）
を
行
い
、

　

町
の
施
策
等
に
つ
い
て
町
執
行
部
と
議
論
を
交
わ
し
た
。

これまでの実績等の活用により、本町の
地域振興につなげていきたい。 （三村町長）

Ａ

筆の里振興事業団Q

民法正則議員

荒瀧穂積議員

町長の法律行為
これまでに複数の弁護士、大学教授等の
様々な分野の方に相談をしてきた。（三村町長）

Ａ

Q

町
長
は
、
法
的
人
格
の
無
い
受
迫

溜
池
の
人
格
を
認
め
無
主
地
に
対

し
、賃
貸
料
を
公
金
支
出
し
て
い
る
。

こ
れ
は
違
法
で
あ
る
。

町
内
の
﹁
籠
池
受
迫
﹂
と
そ
れ
以

外
の
﹁
受
迫
﹂
名
義
の
﹁
た
め
池
﹂

の
所
有
権
に
つ
い
て
は
、
法
律
的
に
、

非
常
に
専
門
性
・
特
殊
性
の
あ
る
問

題
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
に
複
数
の
弁

護
士
、
大
学
教
授
、
司
法
書
士
等
の

様
々
な
分
野
の
方
に
相
談
を
し
て
き

た
。皆

同
様
に
、
所
有
権
は
登
記
簿
に

記
載
の
あ
る
﹁
受
迫
﹂
に
あ
り
、
熊

野
町
に
所
有
権
は
な
い
と
の
回
答
で

あ
っ
た
。

そ
し
て
120
年
前
に
錯
誤
が
あ
っ
た

か
ど
う
か
は
、
物
的
・
人
的
な
証
明

方
法
が
不
可
能
で
あ
り
、
120
年
前
の

錯
誤
を
論
議
す
る
こ
と
は
意
味
が
な

い
。
ま
た
、
登
記
簿
の
所
有
者
﹁
受
迫
﹂

を
、
他
の
名
義
に
変
更
す
る
に
は
、

裁
判
所
の
裁
判
以
外
に
無
い
と
の
回

答
で
あ
っ
た
。

QA

消
費
税
引
き
上
げ
に

伴
う
、
地
方
消
費
税
交

付
金
へ
の
影
響
額
を
ど

の
程
度
見
込
ん
で
い
る

の
か
。

平
成
26
年
４
月
１
日

か
ら
消
費
税
率
が
現
行

の
５
％
か
ら
８
％
に
引

き
上
げ
ら
れ
る
。
内
訳

は
、
国
税
で
あ
る
消
費

税
が
４
％
か
ら
6.3
％
、

地
方
税
で
あ
る
地
方
消

費
税
が
、
１
％
か
ら

1.7
％
で
あ
る
。

平
成
26
年
度
の
当
初

予
算
案
で
は
、
地
方
消

費
税
交
付
金
と
し
て
、

２
億
３
千
５
３
２
万
７

千
円
を
計
上
し
て
お

り
、
地
方
消
費
税
率
の

引
き
上
げ
に
伴
う
影
響

額
は
、
４
千
８
３
５
万

９
千
円
と
見
込
ん
で
い

る
。

QA

開
館
20
年
に
当
た
り
、
こ
れ
ま
で

の
総
括
と
今
後
の
方
針
、
課
題
は
。

こ
れ
ま
で
、
歴
史
的
価
値
の
あ
る

陽
明
文
庫
や
著
名
人
等
の
展
覧
会
を

企
画
し
、
多
く
の
方
々
に
利
用
い
た

だ
い
て
い
る
。

﹁
筆
﹂
を
テ
ー
マ
と
し
た
事
業
を

通
じ
て
、
美
術
関
係
者
や
研
究
者
等

と
の
連
携
強
化
に
取
り
組
ん
だ
結

果
、
国
宝
や
重
要
文
化
財
の
借
用
も

可
能
と
な
り
、
日
本
唯
一
の
特
徴
あ

る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
し
て
一
定
の
周

知
が
図
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
。

ア
ク
セ
ス
方
法
や
滞
在
時
間
の
延

長
と
い
う
課
題
は
あ
る
が
、
今
後
、

更
な
る
利
便
性
の
向
上
の
た
め
、
周

辺
の
公
園
化
な
ど
も
構
想
の
ひ
と
つ

と
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
ま
で
の
実
績

や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
活
用
に
よ

り
、
本
町
の
地
域
振
興
に
つ
な
げ
て

い
き
た
い
。

QA

影響額を、約4千800万円と見込んでいる。（三村町長）Ａ

消費税引き上げに伴う
　　消費税交付金への影響は

Q

南田秀夫議員


